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山口県健康福祉部薬務課長 

 

「濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量 

について」に係る質疑応答について（事務連絡） 

 

このことについて、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から別添のとおり通知があ

りましたので、お知らせします。 

つきましては、貴会会員に周知していただきますようお願いします。 

 なお、通知の電子ファイルを薬務課Webページ（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/so

shiki/48/20278.html）に掲載していることを申し添えます。 
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